
保険料の計算の仕方 保険料の納め方

保険料の減免について
■保険料のモデルケース

年金から天引きされる方（特別徴収）

年金天引き（特別徴収）から口座振替への変更について

　年6回の年金の支払いの際に、年金から保険料が天引きされます。

仮徴収期間
令和5年度 令和6年度

6月期
仮徴収期間
6月期

前年の所得が確定していな
いため、令和5年2月期（令
和4年度）と同額の保険料が
天引きされます。

確定した年間保険料額から
仮徴収分を差し引いた額が、
3回に分けて天引きされま
す。

前年の所得が確定していない
ため、令和6年2月期（令和5
年度）と同額の保険料が天引
きされます。

本徴収期間
12月期8月期 8月期2月期4月期 4月期10月期

＋＝

二人世帯

（世帯主）
年金収入
300万円

保険料（年額）
211,370円
（10円未満切り捨て）

均等割額　56,435円 所得割額　154,938円

＋＝
保険料（年額）
99,950円

（10円未満切り捨て）

均等割額　45,148円

【2割軽減】
所得割額　54,808円

75歳以上夫

（国民健康保険加入）
年金収入
78万円

73歳妻

保険料は月割で計算します
●6月10日に市外に転出された方は、4月から5月までの2か月分の保険料が福岡市でかかります。
16,930円×2か月/12か月分＝2,820円
※6月から翌年3月までの10か月分は、転出先の市町村に保険料を納めます。

年金収入
205万円

75歳以上

（10円未満切り捨て）

3 4 5 6

●預（貯）金通帳
●納付番号のわかるもの
  （保険料の納入通知書など）
●金融機関の届出印
 （紙申請の場合のみ）

口座振替の申し込みに必要なもの

　保険料の納め方が年金天引き（特別徴収）となっている方も口座振替に変更できます。
　口座振替への変更を希望する場合は、金融機関への口座振替のお申込みと、区役所で
の手続き（特別徴収の停止申出書の提出）が必ず必要となります。くわしくはお住まい
の区の区役所（出張所）の保険年金担当課にお問い合わせください。
※年金天引きから口座振替に変更するには、2か月から4か月程度かかります。
　なお、7月末までに申請した場合、10月から変更します。
　ただし、これまでの保険料に滞納がある方は変更できないことがあります。

＋＝
保険料（年額）
16,930円

（10円未満切り捨て）

均等割額　16,930円

【7割軽減】
年金収入
78万円

75歳以上

例3

厚生年金受給者（単身世帯）例2

老齢基礎年金受給者（単身世帯）例1

上記例1の場合

いいえはいはいいいえ

納付書
（普通徴収）

口座振替
（普通徴収）

年金天引き
（特別徴収）

介護保険料と後期高齢者医療
保険料の合計額が、年金受給
額の1／2を超える

徴収方法変更（口座振替へ
の変更）の手続きをした

口座振替の手続き
をした

年金受給額が年額18万円以上ある

超えない

ある

超える

ない

加入している国民健康保険の保険料がかかります。
ただし、国民健康保険にも保険料の軽減があります。

年金収入で見た軽減イメージ（単身世帯の例）

年金収入

保険料

56,435円

5割軽減
2割軽減

7割軽減

153万円

197万円 221.5万円168万円

所
得
割

均
等
割

所得割額 0円

　下図の基準により判定した結果、保険料の納め方は、年金の受給額等によって、「納付書
などで納める普通徴収」と「年金から天引きされる特別徴収」の2通りに分かれます。
下記の判定の結果、これまで特別徴収で納めていた方も、普通徴収になることがあります。
納め方は、決定通知書（2枚目）をご確認ください。

●特別徴収の対象となる年金は、
種類等によって優先順位が定
められています。複数の年金
を受給している場合、最も優
先順位の高い年金のみで特別
徴収の判定がなされるため、
年金受給額が年額18万円以上
の場合でも特別徴収にならな
い場合もあります。

1 年金保険者による優先順位
1日本年金機構 2国家公務員共済
3日本年金機構（移行農林分）　
4日本私学振興・共済
5地方公務員共済

2 年金の種類による優先順位
1老齢・基礎年金　2他の老齢・退職年金
3障害年金 4遺族年金※恩給・老齢福祉年金は対象外

●納付書払いの方は、各期別の納期限までに、下記
の方法で納めてください。
・金融機関、コンビニエンスストア
・モバイルレジアプリによるクレジットカード払い、
インターネットバンキング払い
・スマートフォン決済（LINE Pay、PayPay、d払い、
J-Coin Pay、au PAY、ファミペイ、楽天ペイ）

●お支払いは、安心・確実な口座振替が便利です。
口座振替の申し込みは、下記のいずれかで手続き
が可能です。
・預（貯）金口座のある金融機関やお住まいの区役
所（出張所）の保険年金担当課窓口での申し込み
・インターネット口座振替受付サービスでの申し込み
下の二次元コードよりアクセスしてください↓

国民健康保険料を口座振替で納付されて
いた方も、再度お申し込みが必要です。

納付書もしくは口座振替で納付される方（普通徴収）

※保険料の納期限は、原則として7月～翌
年3月の末日　（12月は28日）です。ただ
し、末日が土・日・祝日　のときは、その
次の金融機関営業日となります。
※残高不足により引き落としができなかっ
た場合は、翌15日に再振替を行います。

保険料の納期限
期 別 納　期　限
7月期
8月期
9月期
10月期
11月期
12月期
1月期
2月期
3月期

令和5年
令和5年
令和5年
令和5年
令和5年
令和5年
令和6年
令和6年
令和6年

7月31日
8月31日
10月　2日
10月31日
11月30日
12月28日
1月31日
2月29日
4月　1日

（月）
（木）
（月）
（火）
（木）
（木）
（水）
（木）
（月）

重要

（賦課限度額66万円）
所得割率
（10.54％）

■保険料を滞納すると
　災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、次回の更新時に有効期間の短い保
険証の交付、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。
　保険料は納期内にきちんと納めてください。お困りのときは、お住まいの区の区役所（出張
所)の保険年金担当課へご相談ください。

■保険料の減免
災害などの特別な事情で保険料の納付が著しく困難になったときには、申請により保険料が減

免される場合があります。詳しくは、お住まいの区の区役所（出張所）の保険年金担当課へご相
談ください。
　保険料の減免申請は、原則としてその年度内に行う必要があります。

※被保険者等には、被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。

被保険者等（※）の所得が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30％以
上減少し、かつ、310万円以下である場合

震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等（※）の財産に25％以上の
損害を受けた場合

生活保護の適用を受けるようになった場合

刑事施設などに収監され、給付を受けられない期間が月をまたいだ場合

所得減少

災　　害

生活保護
給付制限

減免基準種　類

◆本人確認のために必要な書類

本人確認について
区役所の窓口では、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認（マイ
ナンバーの確認と身元確認）が義務付けられています。高額療養費支給の申請など
後期高齢者医療制度の手続きの際は、次の書類を持参してください。

区　分 必要な書類（例) 必要書類数
被
保
険
者
本
人
に
よ
る
申
請

代
理
人
に
よ
る
申
請

被保険者からの委任状および被保険者の身元確認書類（②又は③）

②のいずれか1点
又は

③のいずれか2点

いずれか1点

⑤のいずれか1点
又は

⑥のいずれか2点

いずれか1点

被保険者本人
の身元確認

代理権の確認書類

被保険者本人
の番号確認

代理人
の身元確認

被保険者本人
の番号確認 ①

②

③

④

⑤

⑥

（被保険者本人の）
個人番号カード（マイナンバーカード）、運転免許証、パスポート、
身体障害者手帳　など
（被保険者本人の）
後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、後期高齢者医療・介護保険
の保険料決定（納入）通知書、年金手帳、年金証書、住民票　など

（代理人の）　
個人番号カード（マイナンバーカード）、運転免許証、パスポート、
身体障害者手帳　など

（被保険者本人の）
個人番号カード（マイナンバーカード）、通知カード※　など
※コピーでも可

（被保険者本人の）　
個人番号カード（マイナンバーカード）、通知カード※　など　

（代理人の）
公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、年
金証書、住民票　など

※通知カードは廃止されましたが、廃止後も通知カードの記載事項（住所、氏名等）が住民票と一致している場合
は、引き続き、番号確認書類として利用できます。

窓口負担割合の判定について

1割

はい住民税課税所得※1
145万円以上の被保険者がいる

いいえ

はい

3割

いいえ

はいいいえ

いいえ

1割 2割

世帯に被保険者が2人以上いる

はい

住民税課税所得が145万円以上の被
保険者がいる場合でも、昭和20年1
月2日以降生まれの被保険者と、同
一世帯の被保険者の「総所得金額等
から43万円を差し引いた金額」の合
計額が210万円以下の場合は、「い
いえ」の方へ進んでください。なお、
住民税非課税世帯の方は、1割となり
ます。
年金収入には遺族年金や障害年金は
含みません。
その他の合計所得金額とは事業収入
や給与収入等から、必要経費や給与
所得控除等を差し引いた後の金額の
ことです。

※1

※2

※3

住民税課税所得
28万円以上の被保険者がいる

いいえ はい

1割 2割

「年金収入※2＋その他の
合計所得金額※3」が
320万円以上

「年金収入※2＋その他の
合計所得金額※3」が
200万円以上

診療を受けたとき、医療機関の窓口でお支払いただく自己負担額は、その方の所得等に
より「1割」「2割」または「3割」となります。（2割負担の方には負担を抑える配慮措置が
あります。）

13210
ノート注釈
13210 : Marked

13210
テキストボックス
↑現在、後期高齢者医療保険において、　　再振替は実施しておりません。

13210
取り消し線
※残高不足により引き落としができなかっ

13210
取り消し線
た場合は、翌15日に再振替を行います。

13210
ノート注釈
13210 : Unmarked

13210
ハイライト表示
※残高不足により引き落としができなかった場合は、翌15日に再振替を行います。




